
亀山市告示第８１号 

亀山市移住支援金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市移住支援金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市移住支援金交付要綱（令和２年亀山市告示第４１号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとし、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応するも

のを掲げていないものは、これを加える。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加

える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）及び（２） ［略］ （１）及び（２） ［略］ 

（３） 条件不利地域 過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年法律第１９号）、

山村振興法（昭和４０年法律第

６４号）、離島振興法（昭和２８

（３） 条件不利地域 過疎地域自

立促進特別措置法（平成１２年法

律第１５号）、山村振興法（昭和

４０年法律第６４号）、離島振興

法（昭和２８年法律第７２号）、



年法律第７２号）、半島振興法

（昭和６０年法律第６３号）又は

小笠原諸島振興開発特別措置法

（昭和４４年法律第７９号）の指

定区域を含む市町村（政令指定都

市を除く。）又は平成２２年国勢

調査から令和２年国勢調査までの

人口減少率が１０％以上の市町村

をいう。 

半島振興法（昭和６０年法律第

６３号）又は小笠原諸島振興開発

特別措置法（昭和４４年法律第

７９号）の指定区域を含む市町村 

（政令指定都市を除く。）をいう。 

（４）～（７） ［略］ （４）～（７） ［略］ 

（支援金の交付対象者） （支援金の交付対象者） 

第４条 支援金の交付対象者は、世帯

の申請の場合にあっては第１号から

第３号までの要件を満たし、個人の

申請の場合にあっては第１号及び第

２号の要件を満たすものとする。 

第４条 支援金の交付対象者は、世帯

の申請の場合にあっては第１号から

第３号までの要件を満たし、個人の

申請の場合にあっては第１号及び第

２号の要件を満たすものとする。 

（１） 移住等に関する要件として、 

次に掲げる要件を満たすこと。 

（１） 移住等に関する要件として、 

次に掲げる要件を満たすこと。 

ア ［略］ ア ［略］ 

イ 移住先に関する要件として、

次に掲げる事項の全てに該当す

ること。 

イ 移住先に関する要件として、

次に掲げる事項の全てに該当す

ること。 

（ア）～（ウ） ［略］ （ア）～（ウ） ［略］ 

（エ） 地域未来交付金制度要

綱（令和８年２月４日付け府

地創第３０号・府地事第５４

号・７農振第２４４６号・ 

２０２６０１２７財経第２号・ 

国総政第５４号・環政総発第

［号の細分を加える。］ 



２６０２０３２号。以下「要

綱」という。）による地域未

来交付金（要綱第６の２に規

定する事業を対象とするもの

に限る。以下同じ。）の交付

決定がされていること。 

ウ ［略］ ウ ［略］ 

（２） 就業に関する要件として、

次のアからオまでに掲げる区分に

応じ、当該アからオまでに掲げる

事項に該当すること。 

（２） 就業に関する要件として、

次のアからオまでに掲げる区分に

応じ、当該アからオまでに掲げる

事項に該当すること。 

ア及びイ ［略］ ア及びイ ［略］ 

ウ テレワークを行う者 次に掲 

げる事項の全てに該当すること。 

ウ テレワークを行う者 次に掲 

げる事項の全てに該当すること。 

（ア）及び（イ） ［略］ （ア）及び（イ） ［略］ 

（ウ） 要綱による地域未来交

付金又はその前歴事業を活用

した取組であって、所属先企

業等から当該移住者に資金提

供されていないこと。 

（ウ） デジタル田園都市国家

構想交付金制度要綱（令和５

年１月２５日付け府地創第 

４１４号・府地事第８７８号・ 

４農振第２４５７号・国総政

第 ３ １ 号 ・ 環 循 適 発 第

２３０１２５１号。以下「要

綱」という。）によるデジタ

ル田園都市国家構想交付金

（要綱第６の１の２に規定す

る事業を対象とするものに限

る。以下同じ。）又はその前

歴事業を活用した取組であっ

て、所属先企業等から当該移



住者に資金提供されていない

こと。 

エ 起業等をする者 次に掲げる

事項の全てに該当すること。 

エ 起業等をする者 次に掲げる

事項の全てに該当すること。 

（ア） ［略］ （ア） ［略］ 

（イ） 要綱による地域未来交

付金又はその前歴事業を活用

した取組であって、所属先企

業等から当該移住者に資金提

供されていないこと。 

（イ） 要綱によるデジタル田

園都市国家構想交付金又はそ

の前歴事業を活用した取組で

あって、所属先企業等から当

該移住者に資金提供されてい

ないこと。 

オ ［略］ オ ［略］ 

（３） ［略］ （３） ［略］ 

（支援金の交付申請） （支援金の交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとす 

る者（以下「申請者」という。）は、 

移住支援金交付申請書（様式第１号） 

に次の表の左欄に掲げる移住等に関

する要件の区分に応じ、右欄に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

第５条 支援金の交付を受けようとす 

る者（以下「申請者」という。）は、 

移住支援金交付申請書（様式第１号） 

に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

区分 提出書類 

東京２３区に

在住していた

者 

誓約書（様式第２号） 

現在の住民票の写し

（世帯全員のもの） 

住民票を移す直前１０

年間のうち、通算５年

以上及び直前連続１年

以上東京２３区に在住 

［表を加える。］ 



していたことを証する

書類（個人の申請にあ

っては戸籍の附票の写

し、移住元の住民票の

除票の写し等、世帯の

申請にあっては移住元

（転入前）において同

一世帯であったことが

確認できる戸籍の附票

の写し、移住元の住民

票の除票の写し等） 

本人確認書類（身分証

明書の写し） 

移住支援金の振込先の

預金通帳又はキャッシ 

 ュカードの写し 

東京圏に在住

し、東京２３

区内に通勤し

ていた者（法

人経営者及び

個人事業主を

除く。） 

誓約書（様式第２号） 

現在の住民票の写し

（世帯全員のもの） 

住民票を移す直前１０

年間のうち、通算５年

以上及び直前連続１年

以上東京圏に在住して

いたことを証する書類

（個人の申請にあって

は戸籍の附票の写し、

移住元の住民票の除票

の写し等、世帯の申請

にあっては移住元（転 



入前）において同一世

帯であったことが確認

できる戸籍の附票の写

し、移住元の住民票の 

除票の写し等） 

本人確認書類（身分証

明書の写し） 

移住支援金の振込先の

預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

住民票を移す直前１０

年間のうち、通算５年

以上及び直前連続１年

以上東京２３区で勤務

していたことを確認で

きる書類（移住元での

在勤地、在勤期間及び

雇用保険の被保険者で

あったことを確認でき

る企業等の就業証明書 

 等） 

東京圏から東

京２３区へ通

勤していた法

人経営者又は

個人事業主 

誓約書（様式第２号） 

現在の住民票の写し

（世帯全員のもの） 

住民票を移す直前１０

年間のうち、通算５年

以上及び直前連続１年

以上東京圏に在住して

いたことを証する書類



（個人の申請にあって

は戸籍の附票の写し、 

移住元の住民票の除票

の写し等、世帯の申請

にあっては移住元（転

入前）において同一世

帯であったことが確認

できる戸籍の附票の写

し、移住元の住民票の

除票の写し等。） 

本人確認書類（身分証

明書の写し） 

移住支援金の振込先の

預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

履行事項全部証明書、

開業届の写し等の移住

元での在勤地、在勤期

間を確認できる書類 

東京圏から東

京２３区内の

大学等に通学

し、東京２３

区内の企業等

へ就職してい

た者 

誓約書（様式第２号） 

現在の住民票の写し

（世帯全員のもの） 

住民票を移す直前１０

年間のうち、通算５年

以上及び直前連続１年

以上東京圏に在住して

いたことを証する書類

（個人の申請にあって

は戸籍の附票の写し、



移住元の住民票の除票

の写し等、世帯の申請

にあっては移住元（転

入前）において同一世

帯であったことが確認

できる戸籍の附票の写

し、移住元の住民票の 

除票の写し等） 

本人確認書類（身分証

明書の写し） 

移住支援金の振込先の

預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

卒業証明書等の在学期

間や卒業校を確認でき

る書類 

就業証明書（様式第３

号（その１））又は開

業届の写し等の移住元

での在勤地及び在勤期

間を確認できる書類 
 

［号を削る。］ （１） 誓約書（様式第２号） 

［号を削る。］ （２） 就業先の就業証明書（様式

第３号） 

［号を削る。］ （３） 本人確認書類 

［号を削る。］ （４） 世帯の申請をする場合にあ

っては前条第１号から第３号まで

の要件を満たし、個人の申請をす

る場合にあっては同条第１号及び



第２号の要件を満たすことを証す

る書類 

［号を削る。］ （５） 起業等をする者にあっては、 

起業支援金の交付決定通知書の写 

し 

２ 申請者は、前項の書類に加え、次

の表の左欄に掲げる就業等に関する

要件の区分に応じ、右欄に掲げる書

類を提出しなければならない。 

［項を加える。］ 

区分 提出書類 

テレワークを行

う者（個人事業

主以外） 

就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その２）） 

テレワークを行

う個人事業主 

就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その２）） 

就業時間の証明書（様

式第３号の２） 

業務委託契約書等（申

請日以降に、テレワー

クにより移住前の業務

を継続して行うことが

確認できる書類） 

開業届の写し又は確定

申告書の写し 

申請前３月間において

当該テレワーク業務の

実態（収入）が確認で

きる書類（全部又は一

 



部の期間を確定申告書 

 の写しで代替可） 

起業等をする者 就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その１）） 

起業支援金の交付決定

通知書の写し 

認定農業者 就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その１）） 

法第１２条第１項の認

定を受けていることを

確認できる書類の写し 

認定就農者 就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その１）） 

法第１４条の４第１項

の認定を受けているこ

とを確認できる書類の

写し 

上に掲げる者以

外の者 

就業証明書（移住支援

金の申請用）（様式第

３号（その１）） 

 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 



様式第１号を次のように改める。 



様式第１号（第５条関係） 

                                                    年  月  日 

 

亀山市長  様 

 

申請者 

住 所 

氏 名 

電話番号 

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 

移住支援金交付申請書 

 

亀山市移住支援金交付要綱第５条の規定により、支援金の交付を申請します。 

 

記 

１ 支援金の内容（該当する欄に〇を付けてください） 

単身 世帯 
世帯の場合は、帯同して移住をした世帯員のうち

18歳未満である者（配偶者を除く。）の人数 

 

人 

 

２ 各種確認事項（該当する欄に〇を付けてください） 

誓約書に記載された内容について Ａ 誓約する Ｂ 誓約しない 

申請日から５年以上継続して亀山市に居住する意思につ

いて 
Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

【マッチングサイトに掲載している求人による就職の場合】 

申請日から５年以上継続して就業する意思について Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

就業先の法人の代表者又は取締役などの経営を担う者と

３親等以内の親族である 
Ａ 該当しない Ｂ 該当する 

【プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用しての就職の場合】 

申請日から５年以上継続して就業する意思について Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

【テレワークを行う場合】 

亀山市への移住の意思について 
Ａ 自己の意思

である 

Ｂ 所属先企業

等からの命

令である 

【起業等をする場合】 

１年以内に三重県起業支援金交付要領に基づく三重県起

業支援金の交付決定を受けている。 
Ａ 受けている 

Ｂ 受けていな

い 

※各種確認事項のＢに該当する場合は、支援金の支給対象になりません。 

【農林業に従事する場合】 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以

下「法」という。）第１２条第１項の認定を受けている。 
Ａ 受けている 

Ｂ 受けていな

い 



法第１４条の４第１項の認定を受けている。 Ａ 受けている 
Ｂ 受けていな

い 

法第１２条第１項又は第１４条の４第１項の認定を受け

ている者に雇用され、就業している。 

Ａ 就業してい

る 

Ｂ 就業してい

ない 

林業事業体に林業労働者として雇用され、就業している。 
Ａ 就業してい

る 

Ｂ 就業してい

ない 

 

３ 転入前の住所 

住所 
〒 

４ 東京２３区への在勤履歴（東京２３区の在勤者に該当する場合のみ記載） 

  ※住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上の在勤履歴を記載 

期間 就業先 就業地 

～   

～   

～   

～   

～   

～   

  ※東京２３区への在勤後、移住前に東京２３区以外での在勤履歴があれば記載してください。 
   ただし、当該在勤履歴がある場合、支援金の支給対象となりません。 

 

５ 移住後の生活状況（テレワークを行う場合にのみ記載） 

 

６ 支援金交付申請額（※申請する金額を記入してください） 

    金                 円 

 

７ 添付書類（※下記の書類を添付してください。提出前にチェックしてください。） 

  （１）移住等に関する要件（第５条第１項関係） 

区分 提出書類 チェック欄 

東京２３区に在住していた者 誓約書（様式第２号）   

現在の住民票の写し（世帯全員のもの）   

住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以

上及び直前連続１年以上東京２３区に在住して

いたことを証する書類（個人の申請にあっては

戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写

し等、世帯の申請にあっては移住元（転入前）

において同一世帯であったことが確認できる戸

籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し

等。） 

  

勤務先部署  

住所 〒 

勤務先へ行く頻度 週・月・年  回程度行く ・ 行くことはない 



本人確認書類（身分証明書の写し）   

移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシ   

 ュカードの写し  

東京圏に在住し、東京２３区内

に通勤していた者（法人経営者

及び個人事業主を除く。） 

誓約書（様式第２号）   

現在の住民票の写し（世帯全員のもの）   

住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以

上及び直前連続１年以上東京圏に在住していた

ことを証する書類（個人の申請にあっては戸籍

の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等、

世帯の申請にあっては移住元（転入前）におい

て同一世帯であったことが確認できる戸籍の附

票の写し、移住元の住民票の除票の写し等） 

  

本人確認書類（身分証明書の写し）   

移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

  

住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以

上及び直前連続１年以上東京２３区で勤務し

ていたことを確認できる書類（移住元での在勤

地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であった

ことを確認できる企業等の就業証明書等） 

  

東京圏から東京２３区へ通勤し

ていた法人経営者又は個人事業

主 

誓約書（様式第２号）   

現在の住民票の写し（世帯全員のもの）   

住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以

上及び直前連続１年以上東京圏に在住していた

ことを証する書類（個人の申請にあっては戸籍

の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等、

世帯の申請にあっては移住元（転入前）におい

て同一世帯であったことが確認できる戸籍の附

票の写し、移住元の住民票の除票の写し等） 

  

本人確認書類（身分証明書の写し）   

移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

  

履行事項全部証明書、開業届の写し等の移住元

での在勤地、在勤期間を確認できる書類 

  

東京圏から東京２３区内の大学

等に通学し、東京２３区内の企

業等へ就職していた者 

誓約書（様式第２号）   

現在の住民票の写し（世帯全員のもの）   

住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以

上及び直前連続１年以上東京圏に在住していた

ことを証する書類（個人の申請にあっては戸籍

の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等、

世帯の申請にあっては移住元（転入前）におい

て同一世帯であったことが確認できる戸籍の附

票の写し、移住元の住民票の除票の写し等） 

  

本人確認書類（身分証明書の写し）   

移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシ

ュカードの写し 

  



卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認でき

る書類 

  

就業証明書（様式第３号（その１））又は開業

届の写し等の移住元での在勤地及び在勤期間 

  

 を確認できる書類  

 

  （２）就業等に関する要件（第５条第２項関係） 

区分 提出書類 チェック欄 

テレワークを行う者（個人事

業主以外） 

就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その２）） 

  

テレワークを行う個人事業主 就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その２）） 

  

就業時間の証明書（様式第３号の２）   

業務委託契約書等（申請日以降に、テレワークに

より移住前の業務を継続して行うことが確認で

きる書類） 

  

開業届の写し又は確定申告書の写し   

申請前３月間において当該テレワーク業務の実

態（収入）が確認できる書類（全部又は一部の期

間を確定申告書の写しで代替可） 

  

起業等をする者 就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その１）） 

  

起業支援金の交付決定通知書の写し   

認定農業者 就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その１）） 

  

法第１２条第１項の認定を受けていることを確

認できる書類の写し 

  

認定就農者 就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その１）） 

  

法第１４条の４第１項の認定を受けていること

を確認できる書類の写し 

  

上に掲げる者以外の者 就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号

（その１）） 

  

 

 【三重県及び亀山市確認欄】※記入しないこと 
 

管理コード（三重県及び亀山市使用欄）  



様式第３号（その２）中「地方創生テレワーク交付金」を「地域未来交付金（デジ

タル実装型）又はその前歴事業」に改める。 

 様式第３号（その２）の次に次の１様式を加える。 



様式第３号の２（第５条関係） 

年  月  日 

 

亀山市長 様 

 

所在地 

申請者名             印 

 

 

就業時間の証明書（移住支援金（テレワーク）の申請（報告）用） 

 

  下記のとおり事実であることを証明します。 

 

就労開始日    年  月  日 

就労時間 

（固定就労の場合） 

合計時間 
 □ 月間  □ 週間        時間 

     （うち休憩時間   分） 

就労日数 □ 月間  □ 週間         日 

平日   時  分 ～   時  分（うち休憩時間   分） 

土曜   時  分 ～   時  分（うち休憩時間   分） 

日祝   時  分 ～   時  分（うち休憩時間   分） 

就労時間 

（変則就労の場合） 

合計時間 
□ 月間  □ 週間        時間 

     （うち休憩時間   分） 

就労日数 □ 月間  □ 週間         日 

主な就労時間帯 
   時  分 ～   時  分 

     （うち休憩時間   分） 

就労実績 

（直近３か月） 

 年  月 

 日/月、 時間/月 

 年  月 

 日/月、 時間/月 

 年  月 

 日/月、 時間/月 

特記事項（備考）  

 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の亀山市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の 

日以後に移住した者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の 

例による。 

 


